
重要事項説明書
電気事業法第2条の13の規定に従い、お客さまが西部ガスに電気需給契約（以下「需給契約」といいます。）をお申込みいただくうえでお客さまに

ご理解いただく必要のある重要事項について、以下の通り説明いたします。なお、需給契約の詳細については、西部ガスホームページ等で公開してお
ります電気需給約款（以下「約款」といいます。）でご確認いただけます。

・西部ガス株式会社（住所：福岡市博多区千代1-17-1、登録番号：Ａ0084）が小売電気事業者としてお客さまへの電気の供給を行います。
・電気に関するお問合せは、「西部ガスお客さまサービスセンター」（電話：0570-000-312）を窓口とし、平日9時から17時45分の間（停電や災
害時は常時）で承ります。

・西部ガスホームページ（電気)：https://www.saibugas.co.jp/home/electric_power/index.htm

・西部ガスの電気の取扱店の住所および連絡先につきましては、西部ガスのホームページをご参照ください。

・契約電流は、10A以上であり、かつ、60A以下であること、または契約容量は、6kVA以上であり、かつ、原則として50kVA未満であること、また
は契約電力は1kW以上であり、かつ、原則として50kW未満であることといたします。

・お客さまが引越し（転入）など新たに電気をご利用される場合の契約電流、契約容量または契約電力（以下、契約容量等）は、お客さまがお申し出
た契約容量等といたします。ただし、お申し出がない場合は、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量等の値とします。

・お客さまが他社から電気契約を変更される場合の契約容量等は、現在ご契約中の小売電気事業者（以下「現在の電力会社」）の需給契約終了時点の
契約容量等をそのまま適用いたします。

・供給電圧は、100Vまたは200V、100Vおよび200Vのいずれかとし、周波数は60Hzとします。

 

・需給契約のお申込みは、あらかじめ約款および本重要事項の内容にご承諾いただいたうえ、必要事項を明らかにしてお申込みいただきます。
・需給契約は、お客さまのお申込みを西部ガスが承諾したときに成立いたします。

・西部ガスは、西部ガスまたは西部ガスが指定する事業者に対して支払うべき料金等の支払い状況
によっては、お客さまのお申込みをお断りする場合がございます。

・西部ガスは需給契約の成立後、「電気の契約手続き完了のお知らせ」を郵送し、契約の手続きが完了したことをお知らせします。

・需給開始日は、お客さまと協議のうえ定めます。
・電気の供給を他社から電気契約を変更される場合の需給開始日は、所定の手続きが完了した日から1営業日2暦日（スマートメーターへの交換が必要
な場合は8営業日2暦日といたします。）を加えた日以降といたします。

・需給開始日は、需給契約の締結後に改めて「電気の契約手続き完了のお知らせ」にてお知らせい
たします。

西部ガスの電気をご利用いただける地域は、以下のとおりです。
ただし、西部ガスの電気供給エリア外のお客さまであっても、西部ガスが指定する事業者とガス使用契約（ガスの最終保障供給にかか
る契約を除く）がある場合は西部ガスの電気をご利用いただけます。

西部ガスの電気供給エリア

西部ガスが指定する事業者

電気供給エリア

福岡県、熊本県、長崎県、佐賀県

事業者名

西部ガス熊本㈱、西部ガス長崎㈱、西部ガス佐世保㈱、西部ガスエネルギー㈱（子会社含む）、大牟田ガス㈱、久留米ガス㈱、

島原Gエナジー㈱

※但し、一部離島を除く。

１．小売電気事業者およびお問合せ窓口

２．西部ガスの電気の取扱店

３．契約電流(A)、契約容量(kVA)、契約電力(kW)、供給電圧(V）および周波数(Hz)

４．需給契約の成立

５．需給開始日
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・検針は送配電事業者、または配線事業者（以下、「送配電事業者等」）が行います。検針日は、送配電事業者等が定めた日とし、使用電力量は、
検針日に送配電事業者等が計量した値を使用します。

・電気料金は、基本料金、電力量料金（燃料費調整額および離島ユニバーサルサービス調整額を
含みます。）および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。

 

・基本料金および電力量料金単価は、別表１をご確認ください。
・燃料費等調整額は燃料価格の変動に応じて毎月調整したものに、使用電力量を乗じて算出します｡
燃料費等調整額は、燃料価格により毎月調整するしくみになっているため、燃料価格の高騰に
より、大きく変動する場合があります。
・料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間をひと月と
して算定いたします。ただし、電気の需給を開始した場合や需給契約の消滅または変更を行っ
た場合は、日割計算をいたします。
・西部ガスは原則として、お客さまの検針日が属する月の末日に料金を請求いたします。
・西部ガスはお客さまのご使用量やご請求予定額などのお知らせを、原則として西部ガスホーム
ページ上の会員制ＷＥＢサイト「西部ガスマイページ」にてお知らせいたします。

燃料費調整は、火力燃料費（原油・液化天然ガス・石炭）の変動をできる限り迅速に電気料金に
反映させるため、３か月間の平均燃料価格が27,400円／キロリットル(基準となる原油換算燃料
価格)から変動した場合、その変動分に応じて電気料金を調整します。燃料費調整に上限の設定は
ございません。

〇燃料費調整単価の算定
・平均燃料価格が27,400円を上回る場合・・・プラス調整

（平均燃料価格※1－27,400円）×

・平均燃料価格が27,400円を下回る場合・・・マイナス調整

（27,400円－平均燃料価格※1）×

※１　平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ（100円未満四捨五入）
Ａ：平均燃料価格算定期間における1klあたりの平均原油価格
Ｂ：平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均液化天然ガス価格
Ｃ：平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均石炭価格
α：0.0053　（原油換算係数）
β：0.1861　（液化天然ガス換算係数）
γ：1.0757　（石炭換算係数）

※２　［基準単価］0.136円/kWh：平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の電気料金単価への影響額
＊毎月の燃料費調整単価の算定に用いる平均燃料価格の算定期間については、別表２をご確認ください。

0.136※2
1,000

0.136※2
1,000

基本料金 電力量料金

3か月間の平均燃料価格（円/kl）

（単価×使用量）

（単価×使用量）

（単価×使用量）

再生可能エネルギー
発電促進賦課金単価

燃料費等調整額
燃料費調整
単価

離島ユニバーサル
サービス調整単価＋＋＝ ＋＋

電
気
料
金

基準となる平均燃料価格27,400円

27,400円を下回った場合、
27,400円との差をマイナス調整します。
下限は設けません。

27,400円を上回った場合、
27,400円との差をプラス調整します。
上限は設けません。

６．検針および料金算定方法等について

７．燃料費調整
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・料金プランは、以下の通りといたします。料金単価は別表１をご確認ください。
〔電灯需要〕
・電流制限器等（アンペアブレーカー等）により契約電流（10A～60A）を定めるお客さまは「プラスでんきプラン１」を適用いたします。
・契約主開閉器（漏電遮断器等）により契約容量(6kVA～49kVA)を定めるお客さまは「プラスでんきプラン２」または「あきないでんきプラン」の
うちお客さまが選択したプランを適用いたします。
・契約負荷設備（お客さまの電気設備により契約容量を定める場合等）により契約容量(6kVA～49kVA)を定めるお客さまは「あきないでんきプラ
ン」を適用いたします。
〔電力需要〕
・契約主開閉器または契約負荷設備により契約電力（1kW～49kW）を定めるお客さまは「あきない動力プラン」を適用いたします。
・料金プランを変更されたお客さまが変更した日から1年未満で改めて変更を希望された場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
・現契約容量を確認するため、現在の電力会社の検針票をご提示いただく場合ございます。

・西部ガス㈱、西部ガス熊本㈱、西部ガス長崎㈱、西部ガス佐世保㈱の都市ガスをご契約いただい
ているお客さまの料金は、ガス料金と同一の支払方法（口座振替、クレジットカード払い、払込
み）にてお支払いいただきます。
・上記以外のお客さまの料金は、クレジットカード払いにてお支払いいただきます。ただし、クレ
ジットカード会社との手続きが完了するまでの間は、払込みにてお支払いいただきます。

離島ユニバーサルサービス調整は、離島のお客さまに対して、本土並みの料金水準で電気の供給
を行うために必要な火力燃料費の変動を託送料金に反映し、全てのお客さまにて負担するしくみ
です。３か月間の離島平均燃料価格が79,300円／キロリットル(基準となる原油換算燃料価格)
から変動した場合、その変動分に応じて電気料金を調整します。離島ユニバーサルサービス調整
は、離島平均燃料価格が119,000円を上回った場合、119,000円を上限として調整します。

〇離島ユニバーサルサービス調整単価の算定
・離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合・・・プラス調整

（離島平均燃料価格※1－79,300円）×

・離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合・・・マイナス調整

（79,300円－離島平均燃料価格※1）×

※１　平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ（100円未満四捨五入）
Ａ：離島平均燃料価格算定期間における1klあたりの平均原油価格
Ｂ：離島平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均液化天然ガス価格
Ｃ：離島平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均石炭価格
α：1.0000　（原油換算係数）
β：0.0000　（液化天然ガス換算係数）
γ：0.0000　（石炭換算係数）

※２　［離島基準単価］0.003円/kWh：離島平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の電気料金単価への影響額
＊毎月の離島ユニバーサルサービス調整単価の算定に用いる離島平均燃料価格の算定期間については、別表２をご確認ください。

0.003※2
1,000

0.003※2
1,000

西部ガス㈱

西部ガス熊本㈱、西部ガス長崎㈱、西部ガス佐世保㈱

西部ガスエネルギー㈱（子会社含む）

大牟田ガス㈱、久留米ガス㈱、島原Gエナジー㈱

上記以外

都市ガス

都市ガス

LPガス

都市ガス/LPガス

ガス事業者 種別 支払方法

ガス料金と同一

クレジットカード払い

3か月間の離島平均燃料価格（円/kl）

基準となる離島平均燃料価格79,300円

119,000円

79,300円を下回った場合、
79,300円との差をマイナス調整します。
下限は設けません。

79,300円を上回った場合、
79,300円との差をプラス調整します。

119,000円を上回った場合、
119,000円を上限として調整します。

９．料金プラン

10．料金のお支払方法

８．離島ユニバーサルサービス調整
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・お客さまが契約容量等を新たに設定し、または増加された後１年に満たないで需給契約を消滅または契約容量等を減少させる場合で、託送供給等約
款およびその他の供給条件（以下、「託送約款等」）に定めるところにより、西部ガスが送配電事業者等から工事費等の精算を求められた場合には、
お客さまにその精算金を負担していただきます。
・西部ガスが送配電事業者等から託送約款等に定めるところにより、お客さまへの電気の供給にともなう工事費等の請求を受けた場合は、お客さまに
その工事費等を負担していただきます。
・供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで、需給契約を廃止または変更された場合で、西部ガスが送
配電事業者等から託送約款等に定めるところにより、費用の実費または実費相当額の請求を受けたときは、お客さまにその金額を負担していただき
ます｡

・名義変更、料金プラン変更等により需給契約を変更する場合や、お引越し（転出）等により需給契約を解約する場合、西部ガスのお問合せ窓口まで
ご連絡ください。ただし、他社へ電気契約を変更される場合、西部ガスへの解約のご連絡は必要ありません。
・お客さまが西部ガスの電気供給エリア以外の場所で電気の供給を受けており、かつ、西部ガスが指定する事業者とのガス使用契約を解約される場合
は、西部ガスとの需給契約は解約となります。西部ガスのお問合せ窓口までご連絡ください。

・法令・条例・規則等の改正により約款の変更の必要が生じた場合や、その他西部ガスが変更と判断した場合は約款を変更することがあります。この
場合には、電気料金その他の供給条件は変更後の約款によります。
・約款の変更その他の供給条件の変更（以下「約款等の変更」といいます。）にともなう供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の
書面交付を、以下の通り行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
①西部ガスホームページや「西部ガスマイページ」に記載する方法その他西部ガスが適当と判断した方法により行うこと
②供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合には、説明および記載を要する事項のうち当該変更しようとする事項のみ説明、記載する
こと
③契約変更後の書面交付を行う場合には、西部ガスの名称・住所、お客さまとの契約年月日、供給地点特定番号および当該変更をした事項のみを記
載すること

・約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容の場合は、
以下の通り行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
①供給条件の説明および契約変更前の書面交付は、変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること
②契約変更後の書面交付をしないこと

　

・お客さまが料金の支払義務発生日の翌日から起算して50日経過してもなお支払われない場合やそ
の他の解除事由が生じた場合は、事前に書面での通知をした上で、需給契約を解約することがあ
ります。
・お客さまが、西部ガスに通知をされないで、そのご使用場所から移転され、電気を使用されてい
ないことが明らかな場合には、西部ガスまたは送配電事業者等が需給を終了させるための処置を
行なった日に、需給契約は消滅するものといたします。

・お客さまへの電気需給にあたり、送配電事業者等が定める託送約款等に規定された、以下の事項をお客さまにて遵守していただきます。
①送配電事業者等の供給設備の故障、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認め
た場合には送配電事業者等に通知すること
②電気工作物の改修や検針、保安上必要な場合において、西部ガスまたは送配電事業者等が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理
由ない限り承諾すること
③お客さまに電気を供給するために必要な設備の施設場所を無償で提供すること
④電気の使用が、一定の原因により他のお客さまの電気の使用を妨害、またはそのおそれがある場合、お客さまの負担で必要な調整または保護装置
を需要場所に施設していただくこと

　

・お客さまが他社から電気契約を変更される場合は、西部ガスはお客さまに代わって現在の電力会社に対し需給契約の廃止取次を行う場合があります。
・現在の電力会社との契約を解約することで、解約金の発生やポイントの失効等、お客さまの不利益となる事項が発生する可能性があります。
・お客さまは、お客さまの都合により西部ガスの供給への変更を取り止める場合は、需給開始日の前日までに、西部ガスにその旨を申し出ていただき
ます｡

・契約電流（A）の変更は、西部ガスのお問合せ窓口までご連絡ください。ただし、やむを得ない場合を除き、契約電流を変更した日から1年未満で
改めて変更することはできません。
・契約容量（kVA）、契約電力（kW）の変更は、お客さまにて電気工事店にお申込みください。
・ご契約と同時に契約容量等の変更をご希望の場合は、「電気の契約手続き完了のお知らせ」の到着後、西部ガスのお問合せ窓口までご連絡ください。

・西部ガスは、需給契約の成立と同時に、「西部ガスマイページ」の会員登録を行います。
・｢西部ガスマイページ」の初期ログインIDと初期パスワードは、「電気の契約手続き完了のお知らせ」をご確認ください。

15．電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い

16．他社から電気契約を変更される場合の注意点

17．契約電流(A)、契約容量(kVA)、契約電力(kW)を変更される場合の注意点

18．西部ガスマイページのご利用方法について

11．その他工事費等に関する費用

12．お客さまの申し出による契約の変更・解約

13．契約の変更

14．契約の解約
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・料金プランが「プラスでんきプラン１」または「プラスでんきプラン２」のお客さまはポイントサービスを適用いたします。

・お客さまからいただいた個人情報は、約款および西部ガスプライバシーポリシーに従い適切に利用いたします。
・西部ガスは、お客さま氏名、住所、料金その他の債務のお支払状況などの情報を西部ガスが指定する事業者において共有します。

「プラスでんきプラン１」

「プラスでんきプラン２」

「あきないでんきプラン」

「あきない動力プラン」

単位 料金単価（円）

基本料金

基本料金

基本料金

電力量料金

電力量料金

電力量料金

電力量料金

区分

単位 料金単価（円）区分

単位 料金単価（円）区分

単位 料金単価（円）区分

基本料金

10A

15A

20A

30A

40A

50A

60A

～120kWh

121kWh～300kWh

301kWh～

1契約

1kWh

315.00

472.50

630.00

855.00

1,070.00

1,310.00

1,482.00

18.37

23.97

25.87

6kVA

6kVA超過分

～120kWh

121kWh～300kWh

301kWh～

6kVA

6kVA超過分

夏季

その他季

1契約

1kVA

1kWh

1契約

1kVA

1kWh

1kW

1kWh

1,482.00

247.00

18.37

23.97

26.97

1,482.00

247.00

23.97

970.00

17.40

15.71

別表１　料金表
下表の料金単価は、消費税等相当額を含みます。

19．ポイントサービス

20．個人情報の取り扱い

別表
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毎年1月1日～3月31日

毎年2月1日～4月30日

毎年3月1日～5月31日

毎年4月1日～6月30日

毎年5月1日～7月31日 

毎年6月1日～8月31日

毎年7月1日～9月30日

毎年8月1日～10月31日

毎年9月1日～11月30日

毎年10月1日～12月31日

毎年11月1日～翌年の1月31日

毎年12月1日～翌年の2月末日

6月分の電気料金

7月分の電気料金

8月分の電気料金

9月分の電気料金

10月分の電気料金

11月分の電気料金

12月分の電気料金

翌年 1月分の電気料金

翌年 2月分の電気料金

翌年 3月分の電気料金

翌年 4月分の電気料金

翌年 5月分の電気料金

(離島）平均燃料価格算定期間 反映時期

別表２　平均燃料価格および離島平均燃料価格の算定期間と電気料金への反映時期
各平均燃料価格および各離島平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価は、
下記表の反映時期の月分の電気料金に反映します。 

別表
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